
名寄市 法適用不利益処分個票

1

ID: 1123
担当部署: 総務部 参事(防災担当)

処分の概要 武力攻撃災害の拡大防止のための措置の指示

法 令 名

根 拠 条 項
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第111条第1項

法 令 番 号 平成16年法律第112号

【基準】

法第111条第1項の規定による。

(市町村長の事前措置等)

第111条 市町村長は、武力攻撃災害が発生するおそれがあるときは、武力攻撃災害が発生した

場合においてこれを拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又

は管理者に対し、武力攻撃災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物

件の除去、保安その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
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